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障害者計画・第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画の中間見直しについて 

 

１ 現行計画 

（１）構成 

３つの計画を一体的に策定 

計画名 概要 根拠法 

障害者計画 理念・施策の方向性 障害者基本法第 11 条 

障害福祉計画 障害者向け施策の実施計画 障害者総合支援法 88 条・89 条 

障害児福祉計画 障害児向け施策の実施計画 児童福祉法第 33条の 20 

 

（２）特徴 

 ア 計画期間（令和６年度から令和 11年度まで） 

   地域の実情によって柔軟な期間設定ができるとする国の基本方針を踏まえ、３年→６

年へ変更。長期的スパンで障害福祉施策に取り組み、効果的な事業構築を行う。 

   また、上位計画である地域福祉計画と期間を合わせ、整合性を図っている。 

 イ 中間見直し 

   障害福祉計画、障害児福祉計画について、国の基本方針や社会情勢の変化、地域の実

情等を鑑み中間見直しを実施し、障害者計画についても、必要に応じて見直す。 

 ウ モニタリング（計画の達成状況の点検と評価） 

   八王子市障害者地域自立支援協議会に報告し、意見等を聴取。 

 

（３）内容 

ア 基本目標 

全ての障害者が、必要な支援を受け、社会参加し、地域で、安定し、充実した自立生

活ができるまちづくり 

イ 基本方針 

・安心して暮らせる地域づくり 

・ともに学び、働き、社会参加できる地域社会に 

・ともに支えあえる地域社会の実現を 

ウ 基本方針を支える柱（目指す姿） 

 障害者計画において、５つの柱と全 70の施策項目を設定 

柱１：一人ひとりに応じた適切な支援 

柱２：地域サービスの充実・地域生活への移行支援 

柱３：地域で支えあい、活躍できる環境整備 

柱４：インクルーシブ社会の推進 

柱５：質の高い生活環境の提供 

エ 成果目標と活動指標 

 第７障害福祉計画・第３障害児計画において、数値目標とサービス見込量を設定 
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２ 中間見直しの方向性（案） 

（１）障害者計画 

基本目標・基本方針  → 継承 

基本方針を支える柱   → 継承 

施策項目・取組    → 必要に応じて見直し 

計画期間       → 現行のまま（計画後期へ） 

 

（２）第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画 

成果目標・活動指標  → 見直し（第８期・第４期へ） 

計画期間       → 令和９年度～令和１１年度 

 

（３）見直し内容 

モニタリング結果や協議会抽出の地域課題は、概ね国の基本方針に合致している。これ

らの課題に対し、中核市権限を活用した事業者指定のあり方の見直し等の手法により、支

援の「質の向上」を核とした内容とする。 

 

（４）検討体制 

八王子市障害者地域自立支援協議会から意見聴取 

 ＝当事者委員が多く参画しており、各種団体の代表者で構成 

八王子市社会福祉審議会にも報告 

 ＝事業者指定の方法等 

パブリックコメントも実施 

  ＝広く意見を求めるため 

 

（５）スケジュール 

ア 自立支援協議会や庁内照会等での意見聴取：4～3月 

イ 市政策会議：方向性については３月 17 日に付議。パブリックコメント実施前の 11 月

頃に素案を付議。 

ウ 市議会等：パブリックコメント実施前の 11月頃に素案を報告。 

 エ その他必要に応じて庁内各所管や関係団体へのヒアリング等を実施 
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資料 ３ 

令 和 ８ 年 度 日 程 表 （ 予 定 ） 

午前：概ね 10：00-12：00 

午後：概ね 14：00-16：00 

◎自立支援協議会 全体会 

NO  月    日 曜日 

区    分 

会   議   室 備     考 

午 前 午 後 

1 4月 30日 木 
 

〇 801・802会議室 
 

2 9月 4日 金 
 

〇 801・802会議室 
 

3 12月 14日 月 
 

〇 801・802会議室 
 

4 3月 10日 水 
 

〇 801・802会議室 
 

◎自立支援協議会 運営会議 

NO 月    日 曜日 

区    分 

会   議   室 備     考 

午 前 午 後 

1 4月 10日 金 ○ 
 

502会議室 
 

2 7月 30日 木 
 

○ 502会議室 
 

3 11 月 5日 木 ○ 
 

502会議室 
 

4 2月 9日 火 ○ 
 

第6委員会室 
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資料 ３ 

計画策定念のため確保日程 

502 4 月 20 日 月 13-17 

第 6 4 月 24 日 金 13-17 

502 5 月 25 日 月 13-17 

第 6 5 月 28 日 木 13-17 

502 6 月 26 日 金 13-17 

502 6 月 29 日 月 13-17 

第 6 7 月 15 日 水 13-17 

502 7 月 22 日 水 830-12 

701 8 月 17 日 月 13-17 

第 6 8 月 19 日 水 13-17 

502 10 月 20 日 火 13-17 

502 10 月 23 日 金 13-17 

第 6 11 月 13 日 金 13-17 

502 11 月 16 日 月 13-17 

第 6 1 月 26 日 火 830-13 

第 6 2 月 1 日 月 13-17 

 



1 

 

八王子市障害者地域自立支援協議会設置要綱 

 

平成２３年３月２４日施行 

平成２４年４月１日改正 

平成２５年４月１日改正 

平成２５年８月２６日改正 

平成２６年４月１日改正 

平成３０年４月１日改正 

令和７年４月１日改定 

 

（目的及び設置） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号）第８９条の３の規定に基づき、誰もが、障害の有無、年齢、性別を問

わず、地域社会でともに支えあい、安心して暮らせるまちづくりを目指し、保健、医

療、福祉、教育、労働などの分野で様々な人や機関と連携し、相談支援体制の充実な

どを図り、本人の意向に基づいた必要な支援を受け、生涯すべての場面において、自

立した日常生活を営むことができる社会を構築するための協議の場として、八王子市

障害者地域自立支援協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。 

⑴ 相談支援事業の運営等に関すること。 

⑵ 困難事例への対応のあり方に関すること。 

⑶ 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。 

⑷ 地域における社会資源の開発、改善に関すること。 

⑸ 障害者計画及び障害福祉計画の進行管理、評価等に関すること。 

⑹ 八王子市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条  

 例（令和３年八王子市条例第７３号）第２４５条 第６項に規定する日中サービス

支援型指定共同生活援助の事業の実施状況等に係る要望、助言等に関すること。 

⑺ その他協議会が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員２７人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 市指定相談支援事業者 

⑶ 基幹相談支援センター 

⑷ 障害者支援機関 

⑸ 障害者団体の代表者 

資料 ４ 
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⑹ 障害当事者 

⑺ 保健医療関係者 

⑻ 教育関係者 

⑼ 社会福祉関係機関 

⑽ 町会・自治会、産業経済の代表 

⑾ 公募市民 

２ 協議会の下に運営会議及び必要に応じて部会等を置くことができる。 

３ 協議会等の運営に関し必要な事項は、別途要領により定める。 

（謝礼） 

第４条 協議会の出席者には、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。 

（守秘義務） 

第５条 協議会、運営会議等に出席した者は、協議・運営上知り得た秘密や個人に関す

る情報を他に漏らしてはならない。 

（事務局） 

第６条 協議会の円滑な運営を図るため、福祉部障害者福祉課に事務局を置き、協議会

の庶務は事務局において処理する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年３月２４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年８月２６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
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八王子市障害者地域自立支援協議会運営要領  

 

平成 23 年 3 月 24 日施行 

 

第１ 趣旨 

   八王子市障害者地域自立支援協議会（以下「協議会」という。）の運営に

関し、八王子市障害者地域自立支援協議会設置要綱に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。  

第２ 委員の委嘱等 

   委員は、市長が委嘱又は任命する。  

第３ 委員の任期 

委員の任期は３年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場

合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

第４ 役員 

１ 協議会に、次に掲げる役員を置く。  

   ⑴ 会 長 １人 

   ⑵ 副会長 １人 

２ 役員は、委員の互選により定める。 

第５ 役員の職務 

１ 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。  

２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

第６ 協議会の会議 

１ 協議会は、必要の都度開催するものとし、会長が招集する。  

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。  

３ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。  

４  協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

５  会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め意

見を聴くことができる。  

６  協議会は、公開するものとする。ただし、運営会議等については、協議会

の決定により公開しないことができる。  

第７ 運営会議等 

１  協議会の下に運営会議及び必要に応じて専門部会（以下「部会」とい

う。）、プロジェクトチームを設けることができる。  

２ 運営会議は幹事会とし、協議会の運営・方向性等検討する。  

３  運営会議は、協議会の構成委員の中から１０名程度を選出し、おおむね２

か月に１回開催する。  

４ 運営会議には座長、座長代行を置き、構成員の互選によりこれを定める。  

５ 座長は、運営会議の検討事項を協議会に報告する。  
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６ 座長代行は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。  

７ 部会は、会長の指名する者をもって構成し、協議会が指定する事項につい  

て検討する。 

８ 部会には、部会長を置き、運営会議の構成員が部会長に当たる。  

９ 部会長は、部会の事務を掌理し、部会での活動を協議会に報告する。  

１０  プロジェクトチームは、必要に応じて設置し、協議会が指定する事項に

ついて調査研究する。  

１１  プロジェクトチームの代表には、運営会議の構成員が当たり、必要に応

じて調査研究の経過及び結果を協議会に報告する。  

第８ その他 

この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

協議会に諮ってこれを定める。  

  

附 則 

１ この要領は、平成２３年３月２４日から施行する。  

２ この要領の施行の日以後、最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第３の

規定にかかわらず、平成２６年３月３１日までとする。  

 附 則 

 この要領は、平成２９年７月１８日から施行する。  


